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衆
議
院
議
員
山
原
健
二
郎
君
外
一
名
提
出
小
学
校
、
中
学
校
の
大
規
模
校(

マ
ン
モ
ス
校)

の
解
消
に
関
す
る
質

問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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三 

 
衆
議
院
議
員
山
原
健
二
郎
君
外
一
名
提
出
小
学
校
、
中
学
校
の
大
規
模
校(

マ
ン
モ
ス
校)

の
解
消 

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
調
査
に
お
い
て
は
、
一
般
に
児
童
・
生
徒
一
人
当
た
り
の
校
地
面
積
が
少
な
く
、
体
育
の
授
業
や

ク
ラ
ブ
活
動
、
学
校
行
事
等
に
好
ま
し
く
な
い
影
響
を
与
え
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
全
校
的
に
教
師
と
児

童
・
生
徒
の
触
れ
合
い
、
教
師
相
互
の
意
思
疎
通
、
児
童
・
生
徒
同
士
の
交
流
が
困
難
で
、
学
校
と
し
て
の
一

体
感
が
育
ち
に
く
い
こ
と
等
が
市
町
村
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
教

育
上
好
ま
し
く
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

(一 ) 

学
校
規
模
別
の
校
内
暴
力
の
発
生
校
数
に
つ
い
て
は
、
現
在
集
計
中
で
あ
る
。 



三
に
つ
い
て 

(二 ) 

各
市
町
村
が
進
め
て
い
る
学
校
分
離
の
実
態
を
踏
ま
え
て
、
三
十
一
学
級
以
上
の
学
校
に
つ
い
て
調
査
し 

(一 ) 

小
・
中
学
校
の
学
級
数
の
標
準
に
つ
い
て
は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
に
定
あ
ら
れ
て
い
る
が
、
同
規
則

に
お
い
て
は
、
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
例
外
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。 

(三 ) 

学
校
規
模
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
各
市
町
村
に
対
し
、
地
域
の
実
態
に
応
じ
た
大
規
模
校
の
分
離
を
促

進
す
る
よ
う
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。 

(二 ) 
児
童
・
生
徒
の
運
動
能
力
、
体
力
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
要
因
が
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
一
義
的

に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

昭
和
五
十
七
年
五
月
一
日
現
在
の
調
査
に
よ
る
と
、
三
十
一
学
級
以
上
の
小
・
中
学
校
に
お
け
る
児
童
・

生
徒
一
人
当
た
り
の
校
地
面
積
及
び
屋
内
運
動
場
の
面
積
は
、
い
ず
れ
も
全
国
平
均
の
約
四
十
パ
ー
セ
ン
ト

で
あ
る
。 

四 

 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

(三 ) 

学
校
規
模
の
適
正
化
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
努
力
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
こ
数
年
、
三
十
一
学

級
以
上
の
小
・
中
学
校
の
数
は
減
少
し
て
い
る
。 

昭
和
五
十
九
年
度
概
算
要
求
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
予
算
の
編
成
を
進
め
て
お
り
、
そ
の
過
程

で
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

各
市
町
村
に
お
い
て
は
、
地
域
の
実
態
に
応
じ
た
大
規
模
校
の
分
離
に
鋭
意
努
力
し
て
お
り
、
国
と
し
て
も

必
要
な
措
置
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

た
も
の
で
あ
る
。 

二
十
五
学
級
以
上
三
十
学
級
以
下
の
学
校
数
は
、
昭
和
五
十
七
年
五
月
一
日
現
在
、
小
学
校
二
千
七
百
三

十
校
、
中
学
校
九
百
八
十
四
校
で
あ
る
。 

五 

 



 

六 

学
校
規
模
の
適
正
化
の
た
め
の
学
校
の
分
離
に
対
し
て
は
、
従
来
か
ら
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
き
て
お
り
、

現
在
、
御
指
摘
の
調
査
を
行
う
考
え
は
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




